
 

手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣は各市町役場に！  

 

 手話通訳者や要約筆記者を派遣して欲しい時は、各市町役場において派遣申請

の手続きをお願いいたします。 

 契約を締結している各市町については聴障センターにて派遣コーディネートを

行います。その他の市町については、それぞれの受託先団体において派遣コーデ

ィネートを行い派遣されます。 

 

派遣依頼は、下記の依頼先にＦＡＸもしくは直接窓口で申請して下さい。 

市町役 場 手話通 訳派 遣依 頼先 ＦＡＸ 番号 要約筆 記派 遣依 頼先 ＦＡＸ 番号 

高松市   高松市 身体 障害 者協 会  ０８７ －８ ３１ －７ ５１ ５ ＮＰＯ 法人 ゆ うあい ０８７ －８ ３５ －５ ３０ ４ 

丸亀市   福祉課         ０８７７－２４－８８６１ 福祉課 ０８７ ７－ ２４ －８ ８６ １ 

坂出市   社会福 祉課       ０８７ ７－ ４５ －７ ２７ ０ 社会福 祉課 ０８７ ７－ ４５ －７ ２７ ０ 

善通寺 市  社会福 祉課       ０８７ ７－ ６３ －６ ３５ ５ 社会福 祉課 ０８７ ７－ ６３ －６ ３５ ５ 

観音寺 市  社会福 祉課       ０８７ ５－ ２３ －３ ９２ ９ 社会福 祉課 ０８７ ５－ ２３ －３ ９２ ９ 

さぬき 市  長寿障 害福 祉課     ０８７ ９－ ５２ － ２９９０ 長寿障 害福 祉課 ０８７ ９－ ５２ － ２９９０ 

東かが わ市 福祉課         ０８７ ９－ ２６ －１ ３３ ８ 福祉課 ０８７ ９－ ２６－１３３８ 

三豊市   障害福 祉課       ０８７ ５－ ６２ －１ １７ ５ 障害福 祉課 ０８７ ５－ ６２ －１ １７ ５ 

土庄町   福祉課         ０８７ ９－ ６４ －６ １０ ５ 福祉課 ０８７ ９－ ６４ －６ １０ ５ 

小豆島 町  住民福 祉課       ０８７ ９－ ８２ －５ ０３ ７ 住民福 祉課 ０８７ ９－ ８２ －５ ０３ ７ 

三木町   健康福 祉課       ０８７ －８ ９８ －１ ９９ ４ 健康福 祉課 ０８７ －８ ９８ －１ ９９ ４ 

直島町   住民福 祉課       ０８７ －８ ９２ －３ ８８ ８ 住民福 祉課 ０８７ －８９２－３８８８ 

宇多津 町  保健福 祉課       ０８７ ７－ ４９ －８ ０２ ６ 保健福 祉課 ０８７ ７－ ４９ －８ ０２ ６ 

綾川町   健康福 祉課       ０８７ －８ ７６ －３ １２ ０ 健康福 祉課 ０８７ －８ ７６ －３ １２ ０ 

琴平町   福祉保 健課       ０８７ ７－ ７５ －６ ７２ １ 福祉保 健課 ０８７ ７－ ７５ －６ ７２ １ 

多度津 町  福祉保 健課       ０８７ ７－ ３３ －２ ５５ ０ 福祉保 健課 ０８７ ７－ ３３ －２ ５５ ０ 

まんの う町 福祉保 健課       ０８７ ７－ ７３ －０ １１ １ 福祉保 健課 ０８７ ７－ ７３ －０ １１ １ 

 

  ※ご注意 

  １．高松市民の手話通訳者派遣事業は、高松市身体障害者協会が受託先です。 

  ２．要約筆記奉仕員派遣事業は、高松市・丸亀市・坂出市・善通寺市・観音寺市・ 

    さぬき市は、受託先が異なりますので聴障センターでは対応しておりません。 

   ３．派遣契約をしている市町の時間外等の派遣申請は、土・日曜日（8:30～17:30）は

    聴障センターに直接FAX（０８７－８６８－９２０１）してください。 

    夜間・祝祭日・年末年始等は専用FAX（０８７－８６７－０５８２）にお願いいた

    します。 

 

 

 

 

 

 



  

手話通訳・要約筆記の申込方法 

 

 

                              ①市町役場の業務時間内 

                                に直接窓口で申込み。 

市町役場 

窓口で       ※高松市は、市役所では 

                受付していません。 

                派遣委託先です。 

 

             ②市町役場まで行けない 

               時はＦＡＸで申込み。 

                     

  直接        時間外や閉庁時は、 

                ＦＡＸで    各市町により対応が 

                                異なります。 

                                各市町にお問い合わせ 

                                                    下さい。 

 

 ○ＦＡＸで申込む場合は、 

    ①日 時 ・通訳の時間  ・待ち合わせ時間 

  ②場 所 ・待ち合わせ場所  

  ③内 容 

  ④お名前 

  ⑤連絡先ＦＡＸ 

  ⑥資 料 （通訳内容が分かる案内文書など） 

 

 ○その他 

   ①手話通訳者・要約筆記者が決まりましたら、各市町役場より決定通知がＦＡ

   Ｘで届きます。もし、連絡がない場合は、市町役場にお問い合わせ下さい。 

   ②事前に予定が決まっている場合は、できるだけ早く申込みをして下さい。 

  ③前日など直前の依頼の場合は、対応できずにお断りする場合もあります。 

   できるだけ１週間前までに申込みをして下さい。 

  ④予定が変更になった場合や取り消す場合も早めにご連絡下さい。 

  ⑤手話通訳者・要約筆記者は、通訳内容等「個人の秘密」は守ります。 

  ⑥分からないことは、各市町役場か聴障センターにお問い合わせ下さい。 

 

※丸亀市・まんのう町・琴平町・多度津町・宇多津町は、FAXで受付をしていた

だけますが、改めて市町役場窓口にて申請書に印鑑を押印するか持参・郵送が

必要です。（詳しくは、各市町役場にお問い合わせ下さい。） 


